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 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月７日(日)に開催される「奥尻町総合庁舎」の落成式に合わせ、HOKKAIDO 

WOOD BUILDING 登録証交付式を行います。 

 

○日時  ７月７日(日) 

○場所  奥尻町総合庁舎（奥尻郡奥尻町字奥尻） 

○主催  北海道檜山振興局 

○出席者 奥尻町長、檜山振興局長ほか 

 

奥尻町総合庁舎は、道産カラマツ集成材を構造に使用しているほか、外壁

や内装に奥尻産トドマツをふんだんに使用している建築物で、道産木材の魅

力発信が大いに期待されています。 

この度 HOKKAIDO WOOD BUILDING の檜山管内第２号として、木製の登録証を

交付いたします。 

 

 

 参 考 

  

  

HOKKAIDO WOOD BUILDING とは、道産木材を使用した建築物を登録し、道民

に道産木材製品の魅力を発信することで、道産木材の利用拡大に資すること

を目的とした取組で、令和6年6月末時点で全道68施設が登録されています。 

 

 報 道 ( 取 材 ) 

 に 当 た っ て 

 の お 願 い 

離島の施設としては初の登録となりますので、積極的な取材をお願いいたし

ます。 

 他 の ク ラ ブ 

 と の 関 係 

 同 時 配 付 

 同 時 レ ク 

(場所) 

 

 

担 当 

 （ 連 絡 先 ） 

 

 檜山振興局 産業振興部 林務課 （担当者：外山 義朗 ） 

ＴＥＬ ダイヤルイン 0139－52－6541  

 

７／７（日）の行事 

 



１ 趣 旨

北海道において道産木材を使用した建築物を登録し、施設内に木製の登録証を掲示することなどを通じ、道民に
道産木材製品の魅力を広く発信し、認知度の向上を図るとともに、建築物の木造化、木質化を推進することで道産
木材の利用拡大に資することを目的とする。

２ 対 象
以下のHOKKAIDO WOOD BUILDING（以下、HWBという）の基準を満たす建築物。

（１） 北海道内で完成した建築物
（２） 原則として構造材や内装材、外装材に道産木材を使用した建築物
（３） 住宅は除く（ただし、兼用住宅の事務所・店舗等は含む）
（４） ２０１９年4月以降に竣工した建築物
（５） 上記の要件に寄りがたい建築物は別途協議する

HOKKAIDO WOOD（以下、HW）のメンバーに登録している者でHWブランド を積極的にPRする意欲のある
者。かつ、当該建築物の建築主・設計者・施工者のいずれか。

３ 登録届出者

４ 登録手続き

（１） 登録届出者が登録届及び添付書類を届出先へ提出。
（２） 届出内容の確認後、HWB登録簿に登録し、登録届出者に木製の登録証を交付する。
（３） 登録は随時可能。

HOKKAIDO WOOD BUILDING登録募集中
ホッカイドウ ウッド ビルディング

HOKKAIDO
WOOD BUILDING

公式サイト

木製登録証



５ 登録施設一覧

HOKKAIDO WOOD
公式サイト

《届出先・問い合わせ先》

〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
北海道水産林務部林務局林業木材課利用推進係
ＴＥＬ 011-204-5492
E-MAIL suirin.rinmoku11f@pref.hokkaido.lg.jp

２０２１年１０月から登録開始
6６施設登録（２０２4年３月現在）


